
  
一関市では、市内にある空家を所有･管理する皆様が抱える様々な問題について、専門的なアドバイスを受け

られるよう、次の団体と連携しています。 
相談内容により以下の相談窓口をご利用ください。なお、無料で受けられる相談内容は団体等により異なりま

すので、お問い合わせの際にご確認ください。 
不動産の売買・賃貸 

 

●岩手県宅地建物取引業協会 一関支部 

電  話  ０１９１－４８－３３３６ 

受付時間  平日９:００～１７:００ 

     （６０分まで無料） 

 

空き家バンク 
（登録したい、買いたい、借りたい など）  
●一関市役所 交流推進課 

電  話  ０１９１－２１－８１９４ 

受付時間  平日８:３０～１７:１５  
 建物の修繕・解体  

●岩手県建築士会 一関支部 

  電   話  ０１９１－３４－６２０１ 

  予約時間  平日９:００～１７:００ 

 (耐震診断、施工見積、工事施工は有料) 

 
●岩手県建設業協会 一関支部 

 電   話  ０１９１－２３－３２８６ 

 受付時間  平日１０:００～１５:００ 

            （１２:００～１３:００除く） 

●岩手県建設業協会 千厩支部 

 電   話  ０１９１－５３－２７４７ 

受付時間  平日１０:００～１５:００ 

（１２:００～１３:００除く） 

建物の登記・境界の調

査・確認に関すること  
●岩手県土地家屋調査士会 
電  話  ０１９－６２２－１２７６ 

受付時間  平日１０:００～１６:００  
管理に関すること 

（見守り、庭木の剪定、掃除など） 
 

●一関市シルバー人材センター 

電  話 ０１９１－２６－３７６０ 

受付時間 平日８:３０～１７:００(相談無料)  
各団体と一関市が協定を結んで、空家等対策に取り組んでいます。 
 一関市役所 生活環境課 〒０２１－８５０１ 一関市竹山町７－２ ℡ ０１９１－２１－８３４４  2022年 10月現在 相続登記、成年後見など  

●岩手県司法書士会 

  電話相談 ０１２０－８２３－８１５ 

  受付日時 火曜・木曜の午前 10時から 

午後４時まで  
どこに相談したら良いか  
わからない場合  
●一関市役所 生活環境課 

電  話  ０１９１－２１－８３４４ 

受付時間  平日８:３０～１７:１５ 


